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（目的）
第１条　この要領は、全学紀要投稿規程に基づき、外国語学部紀要（以下「紀要」という。）の投稿・編
集・出版に関する必要事項を定めることを目的とする。

（投稿者）
第２条　投稿者は、外国語学部の専任教育職員及び非常勤講師とする。ただし、非常勤講師が投稿
する場合は、本学部教授１名の推薦を必要とする。なお、専任教育職員及び非常勤講師が主たる
研究者となって学外の研究協力者との共同研究を発表するときは、その旨を記して投稿しなければ
ならない。

（投稿本数）
第３条　一人の投稿者が同時に投稿できるのは、２本までとする。
２　２本のうち、投稿者が筆頭執筆者になっている論文（単著論文を含む）は１本までとする。
（原稿の形式）
第４条　原稿は、原則として、和文の場合は、400字詰原稿用紙（又は１行20字・20行の用紙）75枚又
は30,000字以内とし、欧文の場合8,000words以内、中文は400字詰原稿用紙で50枚又は20,000字
以内とする。なお、７行程度の要旨（サマリー又はアブストラクト）及び索引語を付すことができる。
（1） 題名が日本語の場合は、日本語以外の題名を付す。
（2） 著者名には次のアルファベット表記を付す。

SHOTOKU,Hanako
（3） 注は文中に入れずに、節・章・本文末のいずれかにまとめる。
（4） 投稿原稿は、正本と副本の２部を提出し、副本からは著者名・所属・謝辞等、投稿者が特定でき

る事項を削除する。
（5） 査読を受けて修正した最終原稿は、原則、電子媒体（CD-ROM・USBメモリ）で、テキスト形式

又はWindows版Word形式で原稿を保存し、プリントアウトしたものとともに提出する。なお、電子
媒体には、表題・筆頭執筆者名を記載したラベルを添付する。

（締切･刊行）
第５条　原稿の締め切りは、９月末日とする。
２　紀要の刊行は、３月末日とする。
（校正）
第６条　校正は、投稿者自身の責任で第二校まで行う。なお、校正は誤植の訂正にとどめ追加変更等
は認めない。

（その他）
第７条　その他紀要の投稿・編集・出版に関する必要な事項は、全学紀要委員会の外国語学部部会
を中心に全学紀要委員会で定める。

附　　則
１　この要領は、令和元年６月１日から施行する。

付記（申し合わせ事項）
印刷の体裁は次の３種類とし、投稿者がその一つを選ぶものとする。
（1） 横書き１列　縦40行×横43字
（2） 横書き２列　縦40行×横19字×２列
（3） 縦書き２段　縦32字×横25行×２段


